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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 不明（平成２３年１１月２０日 １８時００分ごろ～２１日 １１時３０

分ごろの間） 

発生場所 大分県豊後高田
ぶんごたかだ

市呉崎北岸 

豊後高田市所在の豊後高田港導流堤灯台から真方位０６０°２,０００ｍ

付近 

（概位 北緯３３°３６.２′ 東経１３１°２６.４′） 

事故調査の経過  平成２４年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船 第三十八明力
めいりき

丸、１９トン 

   ２９３－３０３４６熊本、株式会社住吉（Ａ社） 

 １６.９０ｍ×５.００ｍ×１.７４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、平成５年１月 

Ｂ 浚渫船 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年１１月２７日 

    免許証交付日 平成１９年８月２８日 

           （平成２４年１１月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底及び左舷外板に破口及び凹損、プロペラ翼に曲損、錨索が切断 

Ｂ なし 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、平成２３年９月上旬からＢ船を使用

して大分県中津市今津漁港内の水路の浚渫工事に従事していた。 

Ａ船及びＢ船は、１１月１８日に約２か月間にわたる浚渫工事を全て終

え、次の工事が決まるまでの間、今津漁港で待機することになった。 

Ａ船は、１９時００分ごろ、今津漁港北東方２,０００ｍ付近（豊前今津

港防砂堤灯台から真方位０４１°２,６００ｍ付近）の水深約５～６ｍの所

に重さ約１,０００㎏のストックアンカー１個を船首から入れ、アンカーに

取り付けたワイヤロープ１本（直径約１８㎜、長さ約１５ｍ）と合成繊維

製ロープ３本（直径約４５㎜、長さ約３ｍ）とをシャックルでつないだ錨

索を使用し、ワイヤロープが全て海面下となった状態で錨泊した。 

船長は、自動点灯式の赤色点滅灯をＡ船の船首部に１個と船尾部に２個

取り付け、Ａ船を無人として乗組員全員が交通船で今津漁港内に係留中の

Ｂ船に移動した。 
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 船長は、長期間の浚渫工事に従事する場合、夜間などの工事がないとき

には港内でＡ船とＢ船を接舷状態で係留又は錨泊させていたが、本事故当

時は、今津漁港内の水深が２ｍよりも浅く、Ａ船の船尾喫水が２ｍよりも

深かったので、Ａ船だけを同漁港の外に無人で錨泊させ、乗組員全員が、

交通船で同漁港内に係留した居住設備があるＢ船に移動し、宿泊してい

た。 

船長は、Ａ社から１１月２１日まで待機するよう指示を受けていたの

で、錨泊中のＡ船を陸岸から目視により監視し、異常を認めたときは交通

船で直ちにＡ船に向かうことにしていた。 

 船長は、１９日２０時００分ごろから風が強くなり、風速約８～１０m/s

の西～北西の風が吹き、波高が約１～２ｍとなったことを知っていたが、

陸岸からの監視によるとＡ船の振れ回りが大きくなく、Ａ船に異常を認め

なかったので、引き続きＡ船を無人で錨泊させていた。 

船長は、日頃からＡ社の運航管理者に最新の気象情報を入手するよう指

示されていたので、テレビで気象情報を入手していたものの、風速は１０

m/s を超えないだろうと予測し、また、重さ約１,０００㎏のストックアン

カーを入れているので走錨することはないと思い、錨泊後はＡ船に赴いて

錨泊状態などを確認せずに陸岸からＡ船の監視を続けた。 

 船長は、２０日１８時００分ごろ、Ａ船が表示する赤色点滅灯を視認し

て錨泊場所に変化がないことを確認したが、風速は１０m/s を超えること

はないものと思っていたので、夜間におけるＡ船の監視を行わなかった。 

船長は、２１日０８時００分ごろＡ船を確認したところ、Ａ船が錨泊場

所に見えないことに気付き、乗組員全員で捜索した結果、１１時３０分ご

ろ、豊後高田港導流堤灯台から真方位０６０°２,０００ｍ付近の呉崎北岸

の消波ブロックに乗り揚げているＡ船を発見し、海上保安庁等に連絡し

た。 

 Ａ船は、クレーンでつり上げられて台船に載せられ、タグボートにえい
．．

航されて福岡県苅田
かんだ

町苅田港に入港し、廃船処分とされた。 

 気象・海象 

 

(1) 気象観測所での気象観測値 

① Ａ船錨泊場所から西方１０㎞付近に位置する中津市所在の中津地域

気象観測所における気象観測値 

１１月２０日１８時００分 風向 西北西、風速 ６.９m/s 

１９時００分 風向 西、  風速 ２.８m/s 

２０時００分 風向 西南西、風速 ３.０m/s 

２２時００分 風向 西、  風速 ３.３m/s 

２４時００分 風向 西南西、風速 ３.５m/s 

② Ａ船発見場所から南南東方５㎞付近に位置する豊後高田市所在の豊

後高田地域気象観測所における気象観測値 

１１月２１日０２時００分 風向 西南西、風速 ４.１m/s 

０４時００分 風向 西、  風速 ５.３m/s 

０６時００分 風向 西、  風速 ５.８m/s 

０８時００分 風向 西南西、風速 ６.５m/s 

１０時００分 風向 西北西、風速 ８.２m/s 

１２時００分 風向 西北西、風速 ８.０m/s 

(2) 船長の口述による気象及び海象状況 
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  ① １１月２０日１８時００分ごろ 

天気 晴れ、風向 西～北西、風速 約８～１０m/s、視界 良

好、波高 約１～２ｍ 

  ② １１月２１日１１時３０分ごろ 

天気 晴れ、風向 南西、風速 約８～１０m/s、視界 良好、波

高 約２ｍ 

(3) 大分地方気象台における注意報等の発表状況 

  ① １１月１９日１７時０５分、大分県北部に強風、波浪注意報が前日

から継続された。 

   ａ 風 ２０日夕方にかけて 以後も続く 北西の風 ピークは２０

日明け方 最大風速 陸上 １３ｍ 海上 １４ｍ 

   ｂ 波 ２０日夕方にかけて 以後も続く ピークは２０日朝 波高

１.５ｍ 

  ② １１月２０日１１時２５分、大分県北部に強風、波浪注意報が継続

された。 

   ａ 風 ２１日明け方まで 北西の風 ピークは２０日昼前 最大風

速 陸上 １２ｍ 海上 １４ｍ 

   ｂ 波 ２１日明け方まで ピークは２０日昼前 波高 １.５ｍ 

  ③ １１月２０日１６時５１分、大分県北部に強風、波浪注意報が継続

された。 

   ａ 風 ２１日明け方まで 北西の風 ピークは２０日夕方 最大風

速 陸上 １２ｍ 海上 １４ｍ 

   ｂ 波 ２１日明け方まで 波高 １.５ｍ 

  ④ １１月２１日０８時０５分、大分県北部に強風、波浪注意報が解除

された。 

  ⑤ １１月２１日１１時１０分、大分県北部に強風注意報が発表され

た。 

   ａ 風 ２１日昼過ぎまで 北西の風 最大風速 海上 １２ｍ 

 その他の事項 今津漁港は、犬丸川河口に位置し、同漁港の船だまりが同川右岸にあっ

て同漁港内の水深は２ｍよりも浅かった。 

Ａ船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約２.６ｍ、また、Ｂ船の喫水は、

船首尾とも約１.０ｍであった。 

船長は、Ａ船に居住設備がないので夜間に就寝することができず、ま

た、Ａ船に異常を認めたときには、直ちに交通船でＡ船に向かうことにし

ていたので、Ａ船に守錨当直者を配置していなかった。 

船長は、Ａ船が錨泊中、時々、陸上からＡ船を目視により監視していた

が、夜間は監視していなかった。また、１１月１８日に錨泊してからは、

一度もＡ船に赴いて錨索などの点検を行っていなかった。 

運航管理者は、Ａ船を単独で錨泊させる際、乗組員に負担を強いること

になるので、Ａ船に守錨当直者を配置するよう指示していなかった。 

ワイヤロープは、約１年前に購入されたものであり、本浚渫工事を行う

に当たり、今津漁港沖で錨泊するために必要な長さ約１５ｍを切り取って

錨索として使用しており、本工事期間中、揚錨後にワイヤロープの点検を

行っていたが、損傷箇所などは認められなかった。 

船長は、本事故後に揚錨した際にワイヤロープを点検した結果、シャッ
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 クルからアンカー側に約３～４ｍのところが切断しており、さびや擦過痕

は認められなかったことから、強風が吹いたときに錨索が緊張して切断し

たのではないかと思った。 

Ａ船の錨索が切断した状況及びＡ船が圧流された状況を目撃した者は、

いなかった。 

船長は、テレビで気象情報を入手していたが、大分県北部に気象注意報

が発表されていたことを知らなかった。 

Ａ社の運航管理者は、船長に対して最新の気象情報を入手するよう指示

していたので、船長が最新の気象情報を入手しているものと思っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

 Ａ船は、今津漁港北東方沖において、大分県北

部に強風、波浪注意報が発表された状況下、無人

で単錨泊中、風速が増した際、錨索が切断したこ

とから、風浪により圧流され、呉崎北岸の消波ブ

ロックに乗り揚げたものと考えられるが、目撃者

がいないことから、Ａ船の錨索が切断したときの

状況及びＡ船が乗り揚げるに至った状況を明らか

にすることはできなかった。 

船長は、テレビで気象情報を入手していたもの

の、大分県北部に強風、波浪注意報が発表されて

いたことを知らず、風速が１０m/s を超えること

はないと思い込んでいたものと考えられる。 

船長は、Ａ船に居住設備がなく、また、Ａ船に

異常を認めたときは、直ちに交通船でＡ船に向か

うことにしていたことから、Ａ船に守錨当直者を

配置していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、今津漁港北東方沖において、大分県北部に強

風、波浪注意報が発表された状況下、無人で単錨泊中、風速が増した際、

Ａ船の錨索が切断したため、風浪により圧流され、呉崎北岸の消波ブロッ

クに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  本事故後、Ａ社は、次の改善措置をとった。 

・気象情報の悪化には、十分注意すること。 

・作業船を単独で錨泊させる場合には、随時、監視すること。 

・作業船は、浚渫船などに係留するか、又は工事現場港内の岸壁に係留

すること。 

・やむを得ず作業船を単独で錨泊させる場合には、錨索などを毎日点検

すること。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・最新の気象情報を入手し、気象警報及び注意報の発表状況を把握して

おくこと。 

・錨泊中に天候の悪化が予想される場合には、早期に岸壁に係留するな

どの措置を講じること。  




